
官民イノベーションプログラムの概要

 国立大学法人における研究成果の実用化を促進し、社会における新たな価値の創造につなげていくため、平成24年補正予算により、高い研究力及
び共同研究実績を有する４つの国立大学法人（東北、東京、京都、大阪）に対して合計1,000億円を国から出資し、特に民間VCがリスク高のた
めに避けがちとなる、足の長いシード段階やアーリー段階の案件を中心に投資を展開

 平成26年4月、改正産業競争力強化法及び改正国立大学法人法の施行により、国立大学の研究成果を活用する大学発ベンチャーを支援する事
業を行うことを目的とする会社のうち、一定の要件を満たすものに対して、国立大学法人が出資を行いベンチャーキャピタル（VC）を設立し、ファンド
を創設することを可能とする制度（官民イノベーションプログラム）を措置

官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議

文部科学省 国立大学法人評価委員会
（官民イノベーションプログラム部会）

国立大学法人
（東北、東京、京都、大阪）

計1,000.0億円 出資認可 事業計画認定
（経済産業省と共管）

大学発ベンチャー 投資

検証

民間（金融機関等）

254.9億円
※出資決定額

右記の出資に加え、誘発された民間投融資額
2,466.5億円

大学ベンチャーキャピタル（各法人１社、計４社）
（特定研究成果活用支援事業を実施する法人）

出
資

542.9億円
※出資実行済額
※相手方数：217

計2.9億円

ファンド（※）
（投資事業有限責任組合）計997.1億円

※出資決定額

政
府

出
資

出資

出資

進捗状況を報告

官民ファンドの活用推進に
関する関係閣僚会議幹事会

（2023.3.31現在）

計1,254.0億円

出資

2.0億円
※出資決定額

※現在それぞれで、１号、
２号ファンドを運用中

（125億円、417億円、292億円、166億円）

資料3-1国立大学法人評価委員会官民イノベーションプログラム部会（第41回）R6.5.16



官民イノベーションプログラム これまでの経緯
年度 与党・政府の動き 大学VCの動き ファンドの動き

2012 H24 H25.1 日本経済再生に向けた緊急経済対策（閣議決定）
H25.2 H24補正予算成立（出資金分1000億円）
H25.3 ４大学（東北大、東大、京大、阪大）に政府出資

2013 H25 H26.1 産業競争力強化法施行
2014 H26 H26.4 改正国立大学法人法施行（国立大からVC・ファンドへの出資を可能と

するための法改正） H26.12 京都iCAP設立
H26.12 OUVC設立
H27.2 THVP設立

2015 H27

H28.1 東大IPC設立

H27.7 OUVC1号F設立
H27.8 THVP1号F設立
H28.1 京都iCAP1号F設立

2016 H28 H28.12 東大IPC1号F設立
2017 H29 H29.7 自民党行政改革推進本部官民ファンド各種の見直しチーム提言
2018 H30 H30.4 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書（官民ファンドにおける

業務運営の状況について）
H30.7 改正産業競争力強化法施行（2号ファンドが他の国立大発ベンチャーに

投資可能とするための法改正）
2019 R1 R1.5 改正国立大学法人法施行（附則第23条に政府出資金及びその運用利

益金の国庫納付に関する規定を追加） R2.1 東大IPC2号F設立
2020 R2 R2.7 自民党行政改革推進本部官民ファンド見直しチーム提言

R2.10 THVP2号F設立
R3.1 OUVC2号F設立
R3.1 京都iCAP2号F設立

2022 R4 R4.11 スタートアップ育成５か年計画
R5.3 OUVC1号F延長

（注１） THVP
東大IPC
京都iCAP
OUVC

＝東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社
＝東京大学協創プラットフォーム開発株式会社
＝京都大学イノベーションキャピタル株式会社
＝大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社

（注２） 1号F ＝１号ファンド
2号F ＝２号ファンド
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１ 自民党行政改革推進本部官民ファンド各種の見直しチーム提言（2017 年度）

・出資されずに大学にある残額については、今後の状況を踏まえつつ、国庫返納などの措置を検討すべき

・国立大学法人評価委員会官民イノベーションプログラム部会による出資に係る評価や各大学の中にモニタリング機関

  として設置されている外部評価委員会による検証を強化するなど、各大学におけるガバナンスの適正化を図るべき

・その他の大学も本プログラムに参画できるよう、実施主体の拡大に向けた方策を検討すべき

・民業圧迫とならないよう、適切に事業を執行すべき

２ 会計検査院法第30 条の2 の規定に基づく報告書（2018 年度）

・政府出資金のうち、特定研究成果活用支援事業計画の認定を受けていない資金の活用について、既存の国大ファンド

  の新規投資期間の終了時期等を考慮し、今後の使用見込み等について十分に検討すること

・政府出資金を国庫に納付する手段についての規定がない国立大学法人法を改正するなど、政府出資金の国庫納付

  が行えるようにする措置を検討すること

３ 自民党行政改革推進本部官民ファンド見直しチーム提言（2020 年度）

・新ファンド（２号ファンド）を設ける際には、民間から幅広く出資を募り、新ファンドに対する民間出資の割合が現在の

ファンドにおける割合を上回るべき

※産業競争力強化法の改正、国立大学法人法の改正など（2018年度～）

・国庫納付規定の整備（国立大学法人法の改正、2019.5 施行）

・新たに設立する投資事業有限責任組合（２号ファンド）は、民間出資の範囲内で他大学の研究成果を活用する投資案件へも出資可能に

（産業競争力強化法の改正、2018.7 施行）

・新たに設立する投資事業有限責任組合（２号ファンド）は、１号ファンドよりも民間出資割合を向上（実施指針（告示）の改正、2018.7 施行）

・大学における外部評価委員会の設置義務化（実施指針（告示）の改正、2018.7施行）

・全ての国立大学法人等が研究成果活用事業者への出資を可能に（実施方針（告示）の改正、認可基準の改正、2022.4施行）

官民イノベーションプログラム これまでの経緯（行革指摘等）
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官民イノベーションプログラム　各ファンドの存続期間

年度

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

ＴＨＶＰ－１号投資事業有限責任組合

　（東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社） 2015/8/31 2025/12/31

協創プラットフォーム開発１号投資事業有限責任組合

　（東京大学協創プラットフォーム開発株式会社） 2016/12/15 2031/12/15

イノベーション京都2016投資事業有限責任組合

　（京都大学イノベーションキャピタル株式会社） 2016/1/4 2030/12/31

ＯＵＶＣ１号投資事業有限責任組合

　（大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社） 2015/7/31 2025/7/30 2030/7/30

ＴＨＶＰ－２号投資事業有限責任組合

　（東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社） 2020/10/26 2030/12/31

オープンイノベーション推進１号投資事業有限責任組合

　（東京大学協創プラットフォーム開発株式会社） 2020/1/31 2035/1/31

イノベーション京都2021投資事業有限責任組合

　（京都大学イノベーションキャピタル株式会社） 2021/1/12 2032/12/31

ＯＵＶＣ２号投資事業有限責任組合

　（大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社） 2021/1/1 2032/12/31

２
号
フ

ァ
ン
ド

ファンド名

１
号
フ

ァ
ン
ド

10年

15年

15年

当初認定10年

10年

15年

12年

12年

15年（5年延長）

官民イノベーションプログラム 各ファンドの存続期間
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官民イノベーションプログラム関係事項の年間スケジュール
2024.5.16

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

大学VC
ファンド

文部科学省

官民イノベー
ションプログ
ラム部会

官民ファンド
の活用推進
に関する関
係閣僚会議
幹事会

認定特定研究成果
活用支援事業計画
の実施状況報告書

定例会議

検証

9月～10月頃

6月30日

定例会議

大学及び大学VC
からのヒアリング
（実施状況報告）

7月～8月頃
（今年は２回に分けて開催予定）

KPI進捗・達成
状況等の報告

（R6年度は
特別に開催）

部会の所掌事項、
現状等の説明

（5/16開催）

KPI進捗・達成
状況等の報告
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起業人材の育成

起 業

成長・発展
【大学向け】
大学発新産業創出プログラム（START)

【R６予算：20億円（R５予算：20億円）】
・アントレプレナーシップ教育・起業支援体制の構築支援
等により、大学等発スタートアップ創出を加速。

全国アントレプレナーシップ醸成促進事業
・全国の実施状況の把握や良好事例の展開等を実施

【小中高向け】
EDGE-PRIME Initiative
・高校等以下へと拡大

起業人材の育成 起 業 成 長 ・ 発 展

経済成長を牽引する
スタートアップの創出

官民イノベーションプログラム
【1000億円、H26年度～】

・４国立大学（東北、東京、京都、大阪）がス
タートアップに出資

出資型新事業創出支援プログラム
（SUCCESS）  【50億円、H26年度～】
※R3年度補正予算で25億円追加措置
・JSTが支援した大学等の研究成果を事業化す
るスタートアップに出資

教職員や学生の起業意欲やスタートア
ップへの関心が低く、日本全体のアント
レプレナーシップ醸成が不十分

大学等の技術シーズをビジネスに結び付けるた
めの経験・ノウハウや戦略を持つ人材が不足

創業初期のシード・アーリー 段階は
事業化リスクが高く、民間からの投資
が入りづらい

大学発新産業創出基金
【R4補正予算：988億円】

グローバル展開する大学等発スタートアップ創出や、
創出支援環境整備

アントレ教育

起業支援

ファンド

大学発スタートアップ創出・成長に向けた文部科学省の施策
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